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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成29年11月2日(2017.11.2)

【公表番号】特表2017-510485(P2017-510485A)
【公表日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【年通号数】公開・登録公報2017-015
【出願番号】特願2016-558563(P2016-558563)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/28     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/30     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   5/445    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ    5/18     １０１　
   Ｂ３２Ｂ   27/28     １０１　
   Ｂ３２Ｂ   27/30     　　　Ｃ
   Ａ６１Ｆ    5/445    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月19日(2017.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの外側層とガスバリア層とを含む多層フィルムであって、
　前記ガスバリア層は前記外側層の間に設けられ、
　前記外側層の少なくとも１つは発泡層であり、
　ＡＳＴＭ　Ｄ８８２に従って測定した際に、約１４ＭＰａ（２ｋｓｉ）から約２７６Ｍ
Ｐａ（４０ｋｓｉ）の弾性率を有する、多層フィルム。
【請求項２】
　少なくとも１つの束縛層と少なくとも１つの内側層とをさらに含む、請求項１に記載の
多層フィルム。
【請求項３】
　シール層／束縛層／バリア層／束縛層／内側層／外側の発泡層の構造を有する６層フィ
ルムであるか、又は
　シール層／束縛層／バリア層／束縛層／内側層／内側層／外側の発泡層の構造を有する
７層フィルムであるか、又は
　シール層／内側層／束縛層／バリア層／束縛層／内側層／外側の発泡層の構造を有する
７層フィルムであるか、又は
　シール層／内側層／束縛層／バリア層／束縛層／外側の発泡層の構造を有する６層フィ
ルムであるか、又は
　シール層／束縛層／バリア層／束縛層／外側の発泡層の構造を有する５層フィルムであ
る、請求項２に記載の多層フィルム。
【請求項４】
　前記内側層の少なくとも１つはは発泡層である、請求項３に記載の多層フィルム。
【請求項５】
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　前記外側の発泡層は、
　エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、エチレン－アクリル酸メチル（ＥＭＡ）、エチ
レン－アルファオレフィン共重合体、エチレンベースのエラストマー、エチレン－プロピ
レン（ＥＰ）共重合体、又はこれらの混合物から選択された重合体と、
　発泡剤と
から形成されている、請求項１に記載の多層フィルム。
【請求項６】
　前記ガスバリア層は、ポリ塩化ビニリデン、ビニリデン共重合体、ポリアミド、又はエ
チレン－ビニルアルコール共重合体から選択された重合体を含む、請求項１に記載の多層
フィルム。
【請求項７】
　前記ガスバリア層は、非晶質ポリアミドと、官能基修飾したゴム配合物又は化合物とを
含む重合体混合物から形成されている、請求項６に記載の多層フィルム。
【請求項８】
　前記外側の発泡層と、前記内側層と、前記束縛層と、前記バリア層とのうちの少なくと
も１つはビニル結合リッチなトリブロック共重合体を含む、請求項２に記載の多層フィル
ム。
【請求項９】
　約１００μｍから約５００μｍの厚さを有する、請求項１に記載の多層フィルム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの発泡層と、ガスバリア層と、少なくとも１つの束縛層とを備えた多層
フィルムであって、
　前記束縛層は、少なくとも１つのビニル結合リッチなトリブロック共重合体を含む重合
体混合物から形成されている多層フィルム。
【請求項１１】
　前記重合体混合物は、約５０質量％から約９９質量％の少なくとも１つのビニル結合リ
ッチなトリブロック共重合体を含む、請求項１０に記載の多層フィルム。
【請求項１２】
　前記重合体混合物は、ビニル結合リッチなＳＩＳブロック共重合体及びビニル結合リッ
チなＳＥＰＳブロック共重合体を含む、請求項１１に記載の多層フィルム。
【請求項１３】
　前記重合体混合物は、
　約２５質量％から約６０質量％のビニル結合リッチなＳＩＳブロック共重合体と、
　約２５質量％から約６０質量％のビニル結合リッチなＳＥＰＳブロック共重合体と、
　約１質量％から約４０質量％のマレイン酸化ＬＬＤＰＥと、
　約０質量％から約５質量％の抗酸化剤マスターバッチと
を含む、請求項１２に記載の多層フィルム。
【請求項１４】
　発泡層／内側層／束縛層／ガスバリア層／束縛層／内側層／シール層の構造を有する７
層フィルムである、請求項１０～１３のいずれか一項に記載の多層フィルム。
【請求項１５】
　第１の壁及び第２の壁を備えるオストミーパウチであって、
　前記第１の壁と前記第２の壁とは、それらの周縁に沿ってシールされてキャビティを画
定し、前記第１の壁及び前記第２の壁の少なくとも一方は、請求項１０～１４のいずれか
一項に記載の多層フィルムから形成されているオストミーパウチ。
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